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（業務の範囲及び業務対象施設等） 

第１条 尾道市浄化センターほか汚水処理施設等包括的維持管理業務特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）

に規定する業務の適用範囲は、尾道市浄化センターの処理施設及び所管施設とする。 

２ 業務の対象施設は、特記別表１に掲げる施設とする。 

３ 業務対象施設・設備の概要（処理場）は、特記別表２に示すとおりとする。 

４ 業務対象施設・設備の概要（ポンプ場、前処理施設、マンホールポンプ場）は、特記別表３に示すとおり

とする。 

 

（業務の内容） 

第２条 一般仕様書第４条に規定する業務の内容は、前条で規定する対象施設について、その設置の目的に適

合した運転管理、施設の正常な運転を確保するための保守点検及びその他関連業務とする。また、業務履行

において規制を受ける放流水等の規制基準は関係法令の基準を遵守するとともに、要求水準書に示す要求水

準を確保すること。 

２ 業務内容は、次のとおりとする。 

(１) 対象施設の運転操作、監視に関する業務 

ア 設備の運転操作、監視及びその記録 

イ 電力、薬品使用量等の監視及び適切な操作 

ウ 各種報告書の作成及び帳票の整理 

エ 緊急時（大雨・台風・地震・その他重大事故等（不時の停電、異常流入水、処理水質の悪化及び機器 

異常等））における適切な運転、応急処置、原因調査及び発注者への報告 

オ 保守点検に伴う機器の運転操作 

カ 発注者が行う修繕、工事等に伴う機器の確認及び運転操作（既設設備を利用する場合の排水作業、そ

の他の作業等） 

キ 建築付帯設備（給排気、空調設備等）の運転操作 

ク 沈砂及びスクリーンかす排出及び場内運搬作業 

ケ 脱水汚泥運搬に関する業務 

コ ポンプ場、マンホールポンプ場、圧送管の障害により送水不能となった場合の初期対応（バキューム

車の手配や仮設ポンプ類の設置等） 

サ その他施設の運転操作、監視に関する必要な業務  

(２) 対象施設の保守点検に関する業務 

ア 対象施設の日常点検、定期点検、臨時点検、定期自主点検、測定及びその記録、報告 

イ  電気工作物保安規程及び機械電気設備保守点検基準による日常点検及びその記録、報告 

ウ 関係法令に基づく危険物の取扱い、取扱い作業の立会い、定期点検 

エ 当該施設の電気主任技術者、危険物取扱者の選任 

オ 業務仕様明細書４、５に示す定期点検及びその記録、報告 

カ 簡易な故障修理（特殊機器部品、専門技術を要しないもの。）、補修及び補修塗装並びにその記録 

キ 分解清掃作業（閉塞物の除去、消耗品の交換等）の実施 

ク 業務仕様明細書４、５に示す管理上必要な法定検査等（法定検査の立会い含む。） 

ケ 業務仕様明細書４、５に示す管理上必要な検査等 

コ 緊急時（大雨・台風・地震・その他重大事故等（不時の停電、異常流入水、処理水質の悪化及び機 

器異常等））における点検巡視 

サ 機器の予備品の管理 

シ 貸与品等の管理（共用する物を含む。） 

ス その他保守点検に関する必要な業務 
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(３) 水質分析等に関する業務 

ア 特記別表４に示す水質試験（試料採取、試験、器具洗浄及び報告を含む。） 

イ 特記別表４に示す汚泥試験（試料採取、試験、器具洗浄及び報告を含む。） 

ウ 特記別表４に示す水質試験補助 

エ 水質計測機器等の維持管理 

オ 薬品の保管・管理 

カ 廃液の管理・処分 

キ その他水質分析等に関する必要な業務 

(４) 施設管理に関する業務 

ア 建物及び周辺の清掃、除草及び樹木管理 

イ 施設の警備及び防火管理 

ウ その他施設管理に関する必要な業務 

(５) 物品等の調達・管理に関する業務 

ア 特記別表５に示す物品等の調達及び管理 

イ 物品等には、備消耗品である電気・機械設備用消耗品・交換部品（潤滑油脂類、各フィルター類、リ

レー、マグネット、アイソレータ等）、雑品類（ボルト、パッキン、ウエス、洗油等）、工具（特殊

工具含む）、各種材料（電線・電線管類、配管材料、鋼材）、補修用塗料類、理化学器具類、分析用

薬品、掃除用具類、記録紙、用紙類、インク、コピー、燃料類（作業用、車両用等）、衛生用品（石

鹸、消毒液、救急用薬品）、備品類（連絡用自動車）等も含まれる。 

ウ 物品等の受け入れ立会い 

エ 消耗品の交換 

オ その他物品等の調達・管理に関する業務上必要な業務 

(６) 産業廃棄物の収集運搬に関する業務 

ア 本件施設から生じる脱水汚泥、し渣、沈砂等の収集運搬 

イ 脱水汚泥、し渣、沈砂等の搬出時立ち会い、搬出数量の記録 

(７) 廃棄物処理に関する業務 

ア 業務上発生した一般廃棄物の管理及び処理 

イ その他廃棄物処理に関する必要な業務 

(８) その他の業務 

ア 周辺住民からの苦情対応等 

イ 施設見学会の事前準備（安全対策含む。）（１回／年程度） 

ウ その他必要な業務 

 

（処理場の特記事項） 

第３条 当該施設の特記事項を以下に示す。 

(１) 尾道市浄化センター 

ア 硝化促進運転の実施 

   アンモニア除去を目的とした硝化促進運転を行うこと。 

イ 臭気対策の実施 

周辺住民に対して十分な配慮を行い、脱臭設備の設置及び脱水汚泥搬出時の臭気低減対策等を行ってい

るが、日常の運転管理においても細心の注意を払うとともに、必要に応じて脱臭剤を使用し、適切な臭気

対策を実施すること。 

ウ 雨天時対応 

雨天時等増水時におけるポンプの運転操作については、適切に対処し、溢水及び放流水の水質悪化等に留意

すること。 
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（電気主任技術者を選任する施設） 

第４条 一般仕様書第１５条に規定する電気主任技術者を選任する施設は、業務仕様明細書４に示す施設とする。 

 

（業務の報告等） 

第５条 受注者は、一般仕様書第２０条に規定する業務報告書等について、特記別表６に従い業務日誌・毎月

及び年間の業務報告書を作成し、帳票を含めて発注者に提出するものとする。 

２ 前項の様式は、受注者の提案に基づき、発注者の承認を得たものとする。 

３ 受注者は、毎月及び年間の業務報告書の提出にあたっては、発注者が指定する完了届とともに提出するこ

と。 

４ 受注者は、年間の業務報告書の提出にあたっては、技術提案書に提案した事項に関する達成状況の客観的

な評価について報告しなければならない。なお、評価が未達成の場合にあっては、次年度に確実に達成でき

る実現化方策等の提案を含めること。 

５ 受注者は、契約終了にあたっては、全業務期間の履行が確認できる資料を添え業務報告書を発注者に提出

しなければならない。 

６ その他、発注者が求める事項に関する報告書は、その都度速やかに提出すること。 

７  書類は日本工業規格Ａ４版又はＡ３版用紙にて作成するものとする。 

 

（保全管理等要求水準） 

第６条 保全管理等要求水準は、施設機能が劣化しないよう、日常的な保守点検等を行うことで、施設の状態

を正常な状態に維持すること（ただし、経年劣化を除く）。 

契約期間終了時、全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷がない状態とな

るよう、関係法令等を遵守した点検、調整、消耗品の交換等を行うこと。 

建築物や外構、植栽等の保守管理や清掃については、現状と比べて美観を損なわない程度で行うこと。 

定期的な施設機能の確認の場において、発注者と受注者において、指摘事項が発生した場合は、誠意を持っ

て対応する。 

 

（業務実施計画） 

第７条 業務実施計画書は、日本工業規格Ａ版により作成し、原則としてＡ４又はＡ３用紙とすること。業務

実施計画書を構成する各諸事項の作成要領は、次のとおりとすること。 

(１) 実施方針 

下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理思想、業務毎の基本方針及びその

概要等について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。 

(２) 業務実施体制 

運転管理業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履

行に要する組織・体制（下請け関係も含む）を、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載するこ

と。 

(３) 安全管理体制 

事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関す

る計画及び組織体制について、基準、要領、計画等を具体的に記載すること。 

(４) 運転管理計画 

運転管理計画では、対象施設を安定的に維持運営していくために、水質管理計画、エネルギー管理計画、ユーテ

ィリティ調達管理計画を記載すること。 

水質管理計画では、処理場等の安定的な維持を考慮した設備ごとの運転操作指標、運転方法等を定めた運転操作

基準、要求水準を達成するための管理基準、要求水準を満足するための分析計画（水質試験、汚泥試験、悪臭測

定等）等を記載すること。 
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エネルギー管理計画は、処理場等の省エネルギーを目指した設備ごとの運転操作指標、運転方法等を定めた運転

操作基準、要求水準を達成するための管理基準等を記載すること。 

ユーティリティ調達管理計画は、下水道施設の維持管理を行うために必要な電力、燃料、副資材等の調達方法、

使用予定量等を、年間を通じての使用計画が把握できるよう記載すること。 

(５) 保全管理計画 

保全管理計画では、対象施設を安定的に維持運営していくために、保守点検計画、修繕計画を記載すること。 

保守点検計画では、設備の状態を把握し、異常の有無を確認する点検基準（日常点検、定期点検、法定点検等）、

消耗品等の確認、補充、交換等を行う保守基準を記載すること。 

修繕計画では、別紙１に示す全ての電気設備、機械設備、建築設備の修繕（一件当たりの金額が一定額以下のも

の）が必要となった場合の対応手順を、具体的に記載すること。 

(６) 施設管理計画 

施設を安定的に維持運営していくため、清掃の内容・清掃頻度・清掃要領、除草等の内容・頻度・方法、物品管

理の方法、要領等その他の必要な事項について、具体的に記載すること。 

(７) 情報管理方法 

運転管理、保全管理に係る各種情報の管理方法を記載すること。 

(８) 緊急時等への対応 

施設に事故が発生した場合その他緊急の場合の対応手順を、具体的に記載すること。以下のような場合について、

各々記載する。 

・大雨時の対応（第９条に示す「対応可能である雨天時浸入水等」の場合と、それを上回る場合を区分して記載

する、また、第９条と矛盾しないこと） 

・悪質流入水の対応（第９条に示す「対応可能な悪質流入水」の場合と、それに該当しない場合を区分して記載

する、また、第９条と矛盾しないこと） 

・その他、自然災害等の不可抗力時の対応 

 

（要求水準を満足しない場合の対応） 

第８条  

(１) 放流水質 

処理水の水質が、受注者の自主採水で判明した場合や計量証明で判明した場合等、別紙５に示す放流水質基準を

満足できない場合、以下のような手続きをとる。 

第１段階：未達の確認、報告 

受注者は、水質測定により放流水質が放流水質契約基準、放流水質法定基準を満たしていないことを把握したら、

直ちに発注者に報告する。また、放流水質法定基準を満たしていない場合は、受注者が応急措置を行う。 

第２段階：改善期間、改善計画書の提出 

・流入水が流入基準を満たしているにもかかわらず、要求水準所に示す放流水質契約基準又は放流水質法定基準

が達成されなかったときは、受注者は、原則として主体的に要求水準未達の原因究明を行い、改善措置を行う。

また、受注者は改善計画書を作成し発注者に提出する。 

・流入水が流入基準を満たさなかった場合においても、受注者は、放流水質契約基準又は放流水質法定基準を達

成することができるよう努めるものとし、発注者から指示がある場合はそれに従うものとする。 

・原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受注者が負担する。ただし、発注者と受注者の双方に

責を帰すことができない事由により要求水準が満たせない場合には、受注者は上記に係る費用を発注者に請求す

ることができる。 

・受注者は、自らの負担で行う水質測定において、改善措置の効果を確認し、放流水質契約基準を満足できるよ

うになるまで、改善状況を発注者に報告する。 

第３段階：業務委託費の減額 

・流入水が原因である場合及び発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により要求水準が満たせな
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い場合による場合を除き、特記仕様書のとおり業務委託費を減額する。 

 

第４段階：契約解除、違約金 

・流入水が原因である場合及び発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により要求水準が満たせな

い場合による場合を除き、放流水質契約基準を満足できない状態が６０日以上継続する場合、又は改善計画書が

期限内に提出されない場合や改善計画書通りに業務を行わない場合、発注者は契約を解除することができる。こ

の場合、受注者は、定められた違約金を支払う。 

 

(２) 汚泥処理基準 

脱水ケーキ含水率が、要求水準書に示す契約基準を満足できない場合、以下のような手続きをとる。 

第１段階：未達の確認、報告 

・受注者は、汚泥含水率分析により契約基準を満たしていないことを把握したら、直ちに発注者に報告する。 

第２段階：改善期間、改善計画書の提出 

・契約基準未達の場合には、受注者は、原則として主体的に契約基準未達の原因究明を行い、改善措置を行う。

また、受注者は改善計画書を作成し発注者に提出する。 

・原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受注者が負担する。ただし、発注者と受注者の双方に

責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合には、受注者は上記に係る費用を発注者に請求す

ることができる。 

・受注者は、自らの負担で行う分析において、改善措置の効果を確認し、契約基準を満足できるようになるまで、

改善状況を発注者に報告する。 

第３段階：業務委託費の減額 

・発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合による場合を除き、特

記仕様書のとおり業務委託費を減額する。 

第４段階：契約解除、違約金 

・発注者と受注者の双方に責を帰すことができない事由により契約基準が満たせない場合による場合を除き、契

約基準を満足できない状態が６０日以上継続する場合、又は改善計画書が期限内に提出されない場合や改善計画

書通りに業務を行わない場合、発注者は契約を解除することができる。この場合、受注者は、定められた違約金

を支払う。 

 

（流入基準未達の場合の対応方法） 

第９条 受注者が責任を持って対応すべき事態とその対応方法を記載する。 

(１) 対応可能な悪質流入水 

対応可能な悪質流入水は、以下のとおりとする。 

・大量の油（臭気又は色で識別できる範囲のもの） 

・大量の強酸性又は強アルカリ性の薬品（pH計にて検出できる範囲のもの） 

・大量のきょう雑物 

流入ゲートにおける流入水の臭気、色やpHの監視の結果、上記に示すものが流入水に混入していることが判明し

た場合、受注者は以下の措置をとる。 

・受注者は、上記の物質がエアレーションタンクへ流入しないよう必要な措置をとるものとする。 

・速やかに発注者に報告するものとする。 

(２) 対応可能である雨天時浸入水等 

降雨時には、以下の対応を取る。 

・受注者は、気象情報を随時確認し、水害発生を事前に把握するほか、沈砂池水位等の監視を行うものとする。

（監視個所を規定） 

・受注者は、流入水の水量が別紙４に示す時間最大流入水量を上回った場合であっても、場内ポンプ場で対応で
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きる場合は、適切な運転により処理を行う。 

なお、上記の措置で対応できない大雨の場合は、速やかに発注者に報告し、発注者から指示がある場合はそれに

従うものとする。 

(３) 記載についての留意点 

流入基準未達が発生した場合に、受注者が迅速に行動できるよう、対応方法は具体的な手順として記述する。 

 

（引継事項） 

第１０条 受注者は履行期間を通じて、引継事項を記載した文書を作成する。文書は、対象施設固有の運転管理、点検

上の留意点等を次の受注者が把握できるような内容とする。以下の項目に沿って記載すること。 

(１) 運転管理計画 

・水質管理方法 

・定常時の運転方法 

・非常時の運転方法 

・特有の運転方法 

(２) 保全管理計画 

・定常時の保全方法 

・非常時の保全方法 

(３) その他留意事項 

・特性、固有情報 

・運転、保全実績  等 

 

（経費の負担） 

第１１条 受注者が負担すべき経費は、以下のとおりとする。 

(１) 机、椅子、書棚、ロッカー、パソコン、プリンター、コピー機等の事務備品 

(２) 各種用紙、筆記用具、ファイル等の事務用品 

(３) ポット、冷蔵庫、食器棚、茶器、台所用品等の什器及び消耗品 

(４) 各種作業服、各種靴、各種手袋、ヘルメット、安全マスク・保護眼鏡・空気呼吸機等の安全保護具・機器 

(５) 設備点検及び修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・器具。ただし、特殊工具及び調整・整備に係る

資材等は除く。 

(６) モップ、デッキブラシ、水切り等の清掃用具器具 

(７) 電話・FAXの設置工事費及び維持費 

(８) 表９に定める変動費（薬品費、電力料、水道料） 

(９) 表９に定める固定費（消耗品費、燃料費） 

(１０) １件当たり２００万円以下の修繕費（総額で年間８６２万円を限度とする） 

(１１) 作業員控室や用具置き場の使用料（有償で貸与する場合） 

(１２) 作業員及び事務員の業務管理、現地事務業務等に係わる人件費 

 

（業務委託費の構成と支払い） 

第１２条 業務委託費の構成と支払いを以下に示す。 

(１)構成と支払い 

業務委託料は、水量の増減によるコストの影響を考慮するため、基本的に固定費と変動費で構成される計算方法を採用

する。固定費は、人件費や電力基本料金等、処理水量にかかわらず要する費用、変動費は薬品や電力従量料金等、処理

水量に応じて変動する費用である。 

委託料を令和８年４月分から令和１３年３月分の６０月分を概ね６０等分し、毎月の委託業務終了後、当該月の委託料

について請求を受けた日から３０日以内に支払う。 
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(２)業務委託費の考え方 

発注者が受注者に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定される。 

（業務委託費）＝（固定費）＋（変動費） 

（変動費）＝（変動費原単位）×（処理水量（実績値）） 

ここで固定費とは、本施設における流入水量（実績値）の増減にかかわらず変動しない費用をいい、変動費とは、本施

設における流入水量（実績値）の増減に応じて比例的に増減する費用をいう。 

 

履行期間中の固定費の合計額と変動費の区分は、表に示すとおりとする。毎事業年度における変動費は、毎事業年度の

流入水量の実績値に応じて算出する。 

 

表９ 固定費と変動費の区分 

 固定費 変動費 

薬品費  ○ 

電力料  ○ 

水道料  ○ 

消耗品費 ○  

燃料費 ○  

通信費 ○  

維持管理業務費 ○  

汚泥運搬費  ○ 

修繕・保守点検費 ○  

 

(３)流入水が要求水準書に示す流入基準を満たしている場合 

（基準外であるが発注者と受注者で対応可能と合意した場合を含む） 

①放流水質が要求水準書に示す契約基準を満たしている場合、固定費＋変動費の全額を支払う。 

②放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準のいずれかを満たしていない場合、業務委託費を減額する。 

減額幅は、以下に従って算出する。 

・年間に３回以上契約基準に対する未達がある場合は、当該年度の業務委託費（固定費）を３％減額する。 

・年間に５回以上契約基準に対する未達がある場合、及び２回以上法定基準に対する未達がある場合は、当該年度

の業務委託費を８％減額する。 

 

 (４)流入水量が要求水準書に示す基準を超えているが、特別な処理等で対応できる場合（第９条の「対応可能である

雨天時浸入水等」に相当する場合） 

① 流入水量が基準を超えている場合でも、発注者が受注者に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定する。 

 （業務委託費）＝（固定費）＋（変動費原単位）×（処理水量） 

② 「対応可能である雨天時浸入水等」に相当する場合、要求水準書に示す契約基準を満たさない場合でも、業務委託

費の減額は行わない。この時、放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準を満たしていないことによる法令

上の罰金等や第三者からの損害賠償は発注者が負担するものとする。 

 

(５)(４)以外に流入水質が要求水準書に示す基準を超えた場合 

① 放流水質が要求水準書に示す法定基準を満たし、かつ汚泥処理基準の両方とも満たしている場合、発注者が受注者

に支払う業務委託費は、以下の算式によって算定される。 

（業務委託費）＝（固定費）＋（変動費原単位）×（処理水量）＋（追加費用） 

ここで追加費用とは、流入基準を満たさない流入水を処理して放流水質法定基準を満たすために要する費用をいう。 
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②  放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準のいずれかを満たしていない場合でも、業務委託費の減額は

行わない。この時、放流水が要求水準書に示す法定基準又は汚泥処理基準に示す基準を満たしていないことによる法令

上の罰金等や第三者からの損害賠償は発注者が負担するものとする。 

 

 (６) 第６条に示す保全管理等要求水準に示された業務が履行されていない場合、固定費を減額する。 

減額幅は、以下に従って算出する。 

減額料＝「固定費」×「業務実施計画不履行日数」÷基準日数２４１日×０.５ 

 

業務実施計画不履行日数とは改善期間終了日の翌日から是正されたことを発注者が確認した日までの日数をいう。委託

料の減額は、実施計画不履行が是正されたことを発注者が確認し、委託料の変更協議が整った月の委託料で行う。 

 

（業務の不履行が確認された場合の対応） 

第１３条 業務実施計画書に記載された業務を履行していないことが確認された場合、以下のような手続きを

とる。 

(１) 第１段階 業務状況の確認 

ア 発注者は、第５条基づき受注者から提出された各月の報告書により、受注者が業務実施計画書に基づ

き当該業務を履行していることを確認する。 

イ 発注者は、受注者の履行状況について監視を行うために施設に立ち入り、受注者が業務実施計画書に

基づき当該業務を履行していることを確認する。 

(２) 第２段階 改善措置 

ア 発注者は、受注者が業務実施計画書に基づき当該業務を履行していないおそれがある場合、発注者は

受注者に説明を求める。その結果、業務実施計画書に基づき、当該業務が履行されていないと発注者が

認めた場合、発注者は受注者に是正（業務実施計画書の変更を含む。）を求めることができる。 

イ 受注者は前項を受け、速やかに改善計画書を作成し、発注者の確認を受ける。なお、発注者は必要なと

きには受注者が作成する改善計画書の提出期限を定めることができる。 

ウ 受注者は改善計画に従って業務の改善を行う。 

エ 受注者は改善がなされた場合、速やかに発注者に報告する。報告を受けた後、発注者は速やかに 

検査を行い、是正状況を確認する。 

オ 改善計画の作成等にかかる費用は受注者が負担するものとする。 

(３) 第３段階：発注費の減額 

ア 改善計画書に定めた改善期間を過ぎて改善が完了しない場合、発注者は発注費を減額する。 

 

（契約解除） 

第１４条   業務が困難であると合理的に認められる場合、本契約の解除は以下の場合とする。 

(１) 改善計画書が速やか又は発注者が指定した期間内に提出されない場合。 

(２) 改善計画書どおりに業務を行わない場合。 

(３) 発注者が行う改善措置の指示に従わない場合。 

 

（やむを得ない事由） 

第１５条 やむを得ない事由を以下のとおりとする。 

(１) 自然災害等により施設が破損又は停止し処理機能が得られない場合。 

(２) 流入基準を著しく逸脱した流入水が流入したと認められた場合。 

２ 前項で規定する流入基準を著しく逸脱した流入水が流入したと認められた場合は特記別表７の要件を満た

し処理が困難と判断された場合とする。 



特記別表1

No 処理場 備考 No ポンプ場 備考

No.1 尾道市浄化センター ※１ No.1 久保ポンプ場 ※１

No マンホールポンプ等 備考

No.1 新高山前処理施設

No.2 倉ノ内マンホールポンプ

No.3 東部漁協マンホールポンプ

No.4 浜田地区マンホールポンプ

No.5 平原幹線マンホールポンプ

No.6 平原地区マンホールポンプ

No.7 新浜幹線マンホールポンプ

No.8 圧送幹線空気弁

（備考欄）　※1　電気主任技術者選任施設

業務対象施設一覧
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

００１０ 　№１流入ゲート 　屋外 ０３２０ 　№４汚水ポンプ 　低段ポンプ室

００２０ 　№２流入ゲート 　屋外 ０３３０ 　№１汚水ポンプ用電動機 　低段ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ室

００３０ 　中間ゲート 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０３４０ 　№２汚水ポンプ用電動機 　低段ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ室

００４０ 　№１流出ゲート 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０３５０ 　№３汚水ポンプ用電動機 　低段ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ室

００５０ 　№２流出ゲート 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０３６０ 　№４汚水ポンプ用電動機 　低段ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ室

００６０ 　№１自動除塵機 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０３７０ 　№１汚水ポンプ逆止弁 　低段ポンプ室

００７０ 　№２自動除塵機 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０３８０ 　№１吐出弁 　低段ポンプ室

００８０ 　し渣掻揚機 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０３９０ 　№２汚水ポンプ逆止弁 　低段ポンプ室

０１５０ 　№１スカム撹拌機 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０４００ 　№２吐出弁 　低段ポンプ室

０１６０ 　№２スカム撹拌機 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０４１０ 　№３汚水ポンプ逆止弁 　低段ポンプ室

０１７０ 　ＭＤサイクロン 　搬出室 ０４２０ 　№３吐出弁 　低段ポンプ室

０１８０ 　洗浄機 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０４３０ 　№４汚水ポンプ逆止弁 　低段ポンプ室

０１９０ 　№１し渣搬出コンベヤー 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０４４０ 　№４吐出弁 　低段ポンプ室

０２００ 　沈砂搬出機 　搬出室 ０４５０ 　流量計仕切弁（入側） 　流量計室

０２１０ 　洗浄沈砂ポンプ 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０４６０ 　流量計仕切弁（出側） 　流量計室

０２２０ 　揚砂ポンプ 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０４８０ 　し渣コンテナ搬出用ホイスト 　ホッパー室

０２３０ 　低段沈砂池排水ポンプ 　低段ｽｸﾘｰﾝ室 ０５００ 　ポンプ井排水ポンプ 　低段ｽｸﾘｰﾝ室

０２４０ 　空気タンク 　搬出室 ０５１０ 　低段ﾎﾟﾝﾌﾟ室№１床排水ポンプ 　低段ポンプ室

０２５０ 　№１エアパージ用空気圧縮機 　搬出室 ０５２０ 　低段ﾎﾟﾝﾌﾟ室№２床排水ポンプ 　低段ポンプ室

０２６０ 　№２エアパージ用空気圧縮機 　搬出室 ０５３０ 　№１初沈汚泥ポンプ 　初沈ポンプ室

０２８０ 　エアードライヤー 　搬出室 ０５４０ 　№２初沈汚泥ポンプ 　初沈ポンプ室

０２９０ 　№１汚水ポンプ 　低段ポンプ室 ０５５０ 　分離汚泥バイパス管手動仕切弁 　分配槽

０３００ 　№２汚水ポンプ 　低段ポンプ室 ０５６０ 　分離汚泥バイパス管手動仕切弁 　分配槽

０３１０ 　№３汚水ポンプ 　低段ポンプ室 ０５７０ 　分離汚泥バイパス管手動仕切弁 　分配槽

尾道市浄化センター対象機器一覧表（機械№1）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

０５８０ 　初沈汚泥引抜弁№１ 　初沈ポンプ室 ０８４０ 　№１－８散気板 　生物反応槽

０５９０ 　初沈床排水ポンプ 　初沈ポンプ室 ０８５０ 　№２－３散気板 　生物反応槽

０６００ 　エアードライヤー 　初沈ポンプ室 ０８６０ 　№２－４散気板 　生物反応槽

０６１０ 　№１初沈空気圧縮機 　初沈ポンプ室 ０８７０ 　№２－６散気板 　生物反応槽

０６２０ 　№２初沈空気圧縮機 　初沈ポンプ室 ０８８０ 　№２－７散気板 　生物反応槽

０６３０ 　初沈流入ゲート 　分配槽 ０８９０ 　№２－８散気板 　生物反応槽

０６４０ 　初沈汚泥掻寄機 　最初沈澱池 ０９００ 　№２－１水中エアレータ 　生物反応槽

０６７０ 　反応槽床排水ポンプ 　管廊 ０９１０ 　№２－２水中エアレータ 　生物反応槽

０６８０ 　№１－１反応槽流入可動堰 　生物反応槽 ０９２０ 　№２－３水中エアレータ 　生物反応槽

０６９０ 　№１－２反応槽流入可動堰 　生物反応槽 ０９３０ 　№１反応槽送風切替弁 　管廊

０７００ 　№１－３反応槽流入可動堰 　生物反応槽 ０９４０ 　№２反応槽送風切替弁 　管廊

０７１０ 　№１－４反応槽流入可動堰 　生物反応槽 ０９５０ 　№１反応槽送気弁 　管廊

０７２０ 　№２－１反応槽流入可動堰 　生物反応槽 ０９６０ 　№２反応槽送気弁 　管廊

０７３０ 　№２－２反応槽流入可動堰 　生物反応槽 ０９９０ 　№２－１散気装置吊上げ装置 　生物反応槽

０７４０ 　№１反応槽返送汚泥可動堰 　生物反応槽 １０００ 　№２－２散気装置吊上げ装置 　生物反応槽

０７５０ 　№２反応槽返送汚泥可動堰 　生物反応槽 １０１０ 　№２－３散気装置吊上げ装置 　生物反応槽

０７６０ 　反応槽バイパスゲート 　生物反応槽 １０４０ 　№３送風機 　ブロワー室

０７７０ 　№１－１散気板 　生物反応槽 １０５０ 　№４送風機 　ブロワー室

０７８０ 　№１－２散気板 　生物反応槽 １０６０ 　湿式空気ろ過機 　フィルター室

０７９０ 　№１－３散気板 　生物反応槽 １０７０ 　乾式空気ろ過機 　フィルター室

０８００ 　№１－４散気板 　生物反応槽 １１００ 　№３送風機逆止弁 　ブロワー室

０８１０ 　№１－５散気板 　生物反応槽 １１１０ 　№３送風機吸込弁 　ブロワー室

０８２０ 　№１－６散気板 　生物反応槽 １１２０ 　№３送風機風量制御装置 　ブロワー室

０８３０ 　№１－７散気板 　生物反応槽 １１３０ 　№３送風機吐出弁 　ブロワー室

尾道市浄化センター対象機器一覧表（機械№2）

12



特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

１１４０ 　№４送風機逆止弁 　ブロワー室 １３８０ 　№１余剰汚泥ポンプ 　管廊

１１５０ 　№４送風機吸込弁 　ブロワー室 １３９０ 　№２余剰汚泥ポンプ 　管廊

１１６０ 　№４送風機風量制御装置 　ブロワー室 １４００ 　連通弁 　管廊

１１７０ 　№４送風機吐出弁 　ブロワー室 １４１０ 　№１－１溢流弁 　最終沈澱池

１１８０ 　№３送風機吊上装置 　ブロワー室 １４２０ 　№１－２溢流弁 　最終沈澱池

１１９０ 　№４送風機吊上装置 　ブロワー室 １４３０ 　№２－１溢流弁 　最終沈澱池

１２００ 　№１－１終沈流入ゲート 　最終沈澱池 １４４０ 　№２－２溢流弁 　最終沈澱池

１２１０ 　№１－２終沈流入ゲート 　最終沈澱池 １４５０ 　返送汚泥調節弁 　管廊

１２２０ 　№２－１終沈流入ゲート 　最終沈澱池 １４６０ 　終沈床排水ポンプ 　管廊

１２３０ 　№２－２終沈流入ゲート 　最終沈澱池 １４７０ 　№１終沈集中給油装置（前側） 　最終沈澱池

１２４０ 　処理水取水ゲート 　最終沈澱池 １４８０ 　№１終沈集中給油装置（後側） 　最終沈澱池

１２５０ 　塩素混和池バイパスゲート 　塩素混和池 １４９０ 　№２終沈集中給油装置（前側） 　最終沈澱池

１２６０ 　№１－１終沈汚泥掻寄機 　最終沈澱池 １５００ 　№２終沈集中給油装置（後側） 　最終沈澱池

１２７０ 　№１－２終沈汚泥掻寄機 　最終沈澱池 １５１０ 　次亜塩素酸ソーダ貯槽 　滅菌棟

１２８０ 　№２－１終沈汚泥掻寄機 　最終沈澱池 １５２０ 　№１次亜塩素注入ポンプ 　滅菌棟

１２９０ 　№２－２終沈汚泥掻寄機 　最終沈澱池 １５３０ 　№２次亜塩素注入ポンプ 　滅菌棟

１３００ 　№１－１終沈スカムスキーマ 　最終沈澱池 １５４０ 　用水№１急速ろ過装置 　屋外

１３１０ 　№１－２終沈スカムスキーマ 　最終沈澱池 １５５０ 　用水№２急速ろ過装置 　屋外

１３２０ 　№２－１終沈スカムスキーマ 　最終沈澱池 １５６０ 　№１用水原水ポンプ 　管廊

１３３０ 　№２－２終沈スカムスキーマ 　最終沈澱池 １５７０ 　№１－１用水加圧ポンプ 　管廊

１３４０ 　№１返送汚泥ポンプ 　管廊 １５８０ 　№１－２用水加圧ポンプ 　管廊

１３５０ 　№２返送汚泥ポンプ 　管廊 １５９０ 　№１－１用水圧送ポンプ 　管廊

１３６０ 　№３返送汚泥ポンプ 　管廊 １６００ 　№１－２用水圧送ポンプ 　管廊

１３７０ 　№４返送汚泥ポンプ 　管廊 １６１０ 　№２用水原水ポンプ 　管廊

尾道市浄化センター対象機器一覧表（機械№3）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

１６２０ 　№２－１用水圧送ポンプ 　管廊 １８６０ 　脱臭装置 　機械棟

１６３０ 　№２－１用水加圧ポンプ 　管廊 １８７０ 　土壌脱臭散水用電動弁 　屋外

１６４０ 　№２－２用水加圧ポンプ 　管廊 １８８０ 　土壌脱臭装置 　屋外

１６５０ 　№３用水原水ポンプ 　管廊 １８９０ 　脱臭ファン 　機械棟

１６６０ 　№１－１用水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ 　管廊 １９００ 　ミストセパレータ 　機械棟

１６７０ 　№１－２用水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ 　管廊 １９１０ 　ケーキホッパー 　搬出室

１６８０ 　№２－１用水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ 　管廊 １９３０ 　ドライエリア床排水ポンプ 　機械棟

１６９０ 　№１原水ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ 　管廊 １９４０ 　汚泥脱水床排水ポンプ 　機械棟

１７００ 　№２原水ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ 　管廊 １９５０ 　汚泥脱水床排水ポンプ 　機械棟

１７１０ 　№1-1用水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ電動弁 　管廊 １９６０ 　№１濃縮汚泥掻寄機 　重力濃縮槽

１７２０ 　№1-2用水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ電動弁 　管廊 １９７０ 　№１濃縮汚泥ポンプ 　重力濃縮棟

１７３０ 　№2-1用水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ電動弁 　管廊 １９８０ 　№２濃縮汚泥ポンプ 　重力濃縮棟

１７４０ 　№１原水ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ電動弁 　管廊 １９９０ 　№１汚泥供給ポンプ 　機械棟

１７５０ 　№２原水ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ電動弁 　管廊 ２０００ 　№２汚泥供給ポンプ 　機械棟

１７６０ 　№１用水床排水ポンプ 　管廊 ２０１０ 　№３汚泥供給ポンプ 　機械棟

１７７０ 　№２用水床排水ポンプ 　管廊 ２０４０ 　№１濃縮汚泥引抜弁 　重力濃縮棟

１７８０ 　用水加圧タンク 　管廊 ２０６０ 　濃縮棟床排水ポンプ 　重力濃縮棟

１７９０ 　№１用水用空気圧縮機 　管廊 ２０７０ 　№１汚泥貯留槽撹拌機 　機械棟

１８００ 　№２用水用空気圧縮機 　管廊 ２０８０ 　№２汚泥貯留槽撹拌機 　機械棟

１８１０ 　除湿機 　管廊 ２０９０ 　№１薬品溶解タンク 　薬注室

１８２０ 　低段脱臭ファン 　ポンプ棟 ２１００ 　№２薬品溶解タンク 　薬注室

１８３０ 　水処理土壌脱臭ファン 　屋外 ２１１０ 　№１薬品供給機 　薬注室

１８４０ 　土壌脱臭散水用電動弁 　土壌脱臭床 ２１２０ 　№２薬品供給機 　薬注室

１８５０ 　土壌脱臭装置 　土壌脱臭床 ２１３０ 　№１薬品注入ポンプ 　薬注室

尾道市浄化センター対象機器一覧表（機械№4）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

２１４０ 　№２薬品注入ポンプ 　薬注室 ２４８０ 　№１空気圧縮機 　脱水機室

２１５０ 　№３薬品注入ポンプ 　薬注室 ２４９０ 　№２空気圧縮機 　脱水機室

２１６０ 　№１薬品供給機給水弁 　薬注室 ２５００ 　エアーユニット 　脱水機室

２１７０ 　№２薬品供給機給水弁 　薬注室 ２５１０ 　市受水タンク 　機械棟

２１８０ 　№１薬品溶解タンク給水弁 　薬注室 ２５２０ 　№１水道水圧送ポンプ 　機械棟

２１９０ 　№２薬品溶解タンク給水弁 　薬注室 ２５３０ 　№２水道水圧送ポンプ 　機械棟

２２００ 　№１薬品溶解タンク撹拌機 　薬注室 ２５４０ 　№３ろ布洗浄ポンプ 　機械棟

２２１０ 　№２薬品溶解タンク撹拌機 　薬注室

２２２０ 　№１汚泥脱水機 　脱水機室

２２６０ 　№２汚泥脱水機 　脱水機室

２３１０ 　№１ケーキ搬出コンベアー 　脱水機室

２３２０ 　№２ケーキ搬出コンベアー 　脱水機室

２３３０ 　№１ケーキ移送ポンプ 　脱水機室

２３４０ 　№２ケーキ移送ポンプ 　脱水機室

２３５０ 　№１ろ布洗浄ポンプ 　機械棟

２３６０ 　№２ろ布洗浄ポンプ 　機械棟

２３７０ 　№１ケーキ搬出コンベアー洗浄水電動弁 　脱水機室

２３８０ 　№１汚泥脱水機ろ布洗浄弁 　脱水機室

２３９０ 　№２汚泥脱水機ろ布洗浄弁 　脱水機室

２４００ 　№２汚泥脱水機凝集装置洗浄弁 　脱水機室

２４１０ 　№１汚泥脱水機空気圧縮機 　脱水機室

２４４０ 　№２汚泥脱水機空気圧縮機 　脱水機室

２４６０ 　空気タンク１５０Ｌ 　脱水機室

２４７０ 　空気圧縮機用エヤードライヤー 　脱水機室

尾道市浄化センター対象機器一覧表（機械№5）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

Ｂ００１０ 　№２初沈流入可動堰 　分配槽 Ｂ０２５０ 　汚泥引抜弁 　管廊

Ｂ００２０ 　№２初沈汚泥かき寄せ機 　最初沈澱池 Ｂ０２６０ 　Ｂ系№１返送汚泥ポンプ 　管廊

Ｂ００３０ 　初沈汚泥引抜弁 　初沈ポンプ室 Ｂ０２７０ 　Ｂ系№２返送汚泥ポンプ 　管廊

Ｂ００４０ 　Ｂ系№１反応槽流入可動堰 　生物反応槽 Ｂ０２８０ 　Ｂ系№１余剰汚泥ポンプ 　管廊

Ｂ００５０ 　Ｂ系№２反応槽流入可動堰 　生物反応槽 Ｂ０２９０ 　Ｂ系№２余剰汚泥ポンプ 　管廊

Ｂ００６０ 　Ｂ－１撹拌曝気装置 　生物反応槽 Ｂ０３００ 　Ｂ系№１反応タンク床排水ポンプ 　管廊

Ｂ００７０ 　Ｂ－２撹拌曝気装置 　生物反応槽 Ｂ０３１０ 　Ｂ系№２反応タンク床排水ポンプ 　管廊

Ｂ００８０ 　Ｂ－３撹拌曝気装置 　生物反応槽 Ｂ０３２０ 　Ｂ系№１終沈床排水ポンプ 　管廊

Ｂ００９０ 　Ｂ－１固定式散気板 　生物反応槽 Ｂ０３３０ 　Ｂ系№２終沈床排水ポンプ 　管廊

Ｂ０１００ 　Ｂ－２固定式散気板 　生物反応槽 Ｂ０３４０ 　№２最初沈殿池覆蓋 　最初沈澱池

Ｂ０１１０ 　Ｂ－３固定式散気板 　生物反応槽 Ｂ０３５０ 　Ｂ系№１脱臭ファン 　管廊

Ｂ０１２０ 　Ｂ－４固定式散気板 　生物反応槽 Ｂ０３６０ 　№２土壌脱臭床 　屋外

Ｂ０１３０ 　反応槽送気弁 　管廊 Ｂ０３７０ 　Ｂ系№１バイパスゲート 　屋外

Ｂ０１４０ 　返送汚泥水路散気装置 　返送汚泥水路 Ｂ０３８０ 　電油操作弁 　管廊

Ｂ０１５０ 　返送汚泥流入可動堰 　生物反応槽 Ｂ０３９０ 　電気室給気ファン 　Ｂ系電気室

Ｂ０１６０ 　№５送風機 　ブロワー室 Ｂ０４００ 　電気室排気ファン 　Ｂ系電気室

Ｂ０１７０ 　№５送風機吐出弁 　ブロワー室 Ｂ０４１０ 　Ｂ系電気室空調機 　Ｂ系電気室

Ｂ０１８０ 　№５送風機吊上装置 　ブロワー室 Ｂ０４１０ 　送風機室給気ファン 　ブロワー室

Ｂ０１９０ 　Ｂ－１曝気装置吊上装置 　生物反応槽

Ｂ０２００ 　Ｂ－２曝気装置吊上装置 　生物反応槽

Ｂ０２１０ 　Ｂ－３曝気装置吊上装置 　生物反応槽

Ｂ０２２０ 　Ｂ系終沈入流ゲート 　最終沈澱池

Ｂ０２３０ 　Ｂ系終沈汚泥かき寄せ機 　最終沈澱池

Ｂ０２４０ 　Ｂ系スカムスキマー 　最終沈澱池

尾道市浄化センター対象機器一覧表（機械№6）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

Ｋ００１０ 　スクリーンユニット 　機械濃縮棟 Ｋ０２５０ 　薬品吊上装置 　機械濃縮棟

Ｋ００２０ 　№1汚泥混合貯留槽撹拌機 　機械濃縮棟 Ｋ０２６０ 　脱臭ファン 　機械濃縮棟

Ｋ００３０ 　№2汚泥混合貯留槽撹拌機 　機械濃縮棟

Ｋ００４０ 　№1汚泥供給ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ００５０ 　№2汚泥供給ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ００６０ 　汚泥濃縮機 　機械濃縮棟

Ｋ００７０ 　№1薬品溶解タンク 　機械濃縮棟

Ｋ００８０ 　№2薬品溶解タンク 　機械濃縮棟

Ｋ００９０ 　№1薬品定量供給機 　機械濃縮棟

Ｋ０１００ 　№2薬品定量供給機 　機械濃縮棟

Ｋ０１１０ 　№1薬品供給ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ０１２０ 　№2薬品供給ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ０１３０ 　№1機械濃縮汚泥貯留槽撹拌機 　機械濃縮棟

Ｋ０１４０ 　№2機械濃縮汚泥貯留槽撹拌機 　機械濃縮棟

Ｋ０１５０ 　№1濃縮汚泥移送ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ０１６０ 　№2濃縮汚泥移送ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ０１７０ 　№1床排水ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ０１８０ 　№2床排水ポンプ 　機械濃縮棟

Ｋ０１９０ 　№1空気圧縮機 　機械濃縮棟

Ｋ０２００ 　№2空気圧縮機 　機械濃縮棟

Ｋ０２１０ 　除湿器 　機械濃縮棟

Ｋ０２２０ 　機器搬入用吊上装置 　機械濃縮棟

Ｋ０２３０ 　汚泥濃縮機器吊上装置 　機械濃縮棟

Ｋ０２４０ 　床排水ポンプ吊上装置 　機械濃縮棟

尾道市浄化センター対象機器一覧表（機械№7）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

００１０ 　ＰＡＳ 　屋外 ０２５０ 　発電機盤 　発電機室

００２０ 　コンデンサ盤（１） 　受電室 ０２６０ 　始動用直流電源盤 　発電機室

００３０ 　動力分岐盤（１） 　受電室 ０２７０ 　ＺＰＣ・Ｃ系№１分岐盤 　受電室

００４０ 　動力分岐盤（２） 　受電室 ０２８０ 　燃料移送ポンプ操作盤 　発電機室

００５０ 　動力変圧器盤（１） 　受電室 ０２９０ 　№１燃料移送ポンプ 　発電機置場

００６０ 　動力変圧器盤（２） 　受電室 ０３００ 　№２燃料移送ポンプ 　発電機置場

００７０ 　動力変圧器盤（３） 　受電室 ０３１０ 　燃料小出槽 　受電室

００８０ 　照明変圧器一次盤 　受電室 ０３２０ 　地下タンク 　屋外

００９０ 　受電盤 　受電室 ０３３０ 　補機盤 　受電室

０１００ 　№１動力変圧器一次盤 　受電室 ０３５０ 　終沈補助継電器盤（１） 　電気室

０１１０ 　№２動力変圧器 　受電室 ０３６０ 　終沈補助継電器盤（２） 　電気室

０１２０ 　受変電中継端子盤 　受電室 ０３７０ 　沈砂池・ポンプ中継端子盤（１） 　受電室

０１３０ 　６ｋＶ引込盤 　受電室 ０３８０ 　沈砂池・ポンプ中継端子盤（２） 　受電室

０１４０ 　発電機引込盤 　受電室 ０３９０ 　初沈・用水中継端子盤（１） 　電気室

０１５０ 　母線連絡盤 　受電室 ０４００ 　初沈・用水中継端子盤（２） 　電気室

０１６０ 　照明変圧器盤 　受電室 ０４１０ 　沈砂池ポンプ電源分岐盤 　電気室

０１７０ 　２００Ｖ動力盤 　受電室 ０４２０ 　沈砂池ポンプ・シーケンスコントロラー盤 　受電室

０１８０ 　照明分岐盤 　受電室 ０４３０ 　初沈・送風機中継端子盤（１） 　電気室

０１９０ 　減速機 　発電機置場 ０４４０ 　初沈・送風機中継端子盤（２） 　電気室

０２００ 　自動始動盤 　発電機室 ０４５０ 　沈砂池補助継電器盤（１） 　電気室

０２１０ 　ガスタービン（発電装置） 　発電機置場 ０４６０ 　沈砂池補助継電器盤（１） 　電気室

０２２０ 　交流発電機 　発電機置場 ０４７０ 　低段ポンプ補助継電器盤 　受電室

０２３０ 　ガスタービン 　発電機置場 ０４８０ 　初沈補助継電器盤 　電気室

０２４０ 　タービンスターター 　発電機置場 ０４９０ 　滅菌・用水補助継電器盤（１） 　電気室

尾道市浄化センター対象機器一覧表（電気№1）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

０５００ 　滅菌・用水補助継電器盤（２） 　電気室 ０７４０ 　汚泥脱水コントロールセンタ 　電気室

０５１０ 　汚泥脱水補助継電器盤（１） 　電気室 ０７５０ 　汚泥脱水コントロールセンタ 　電気室

０５２０ 　汚泥濃縮補助継電器盤（１） 　電気室 ０７６０ 　汚泥脱水コントロールセンタ 　電気室

０５３０ 　送風機補助継電器盤（１） 　電気室 ０７７０ 　送風機設備コントロールセンタ 　電気室

０５４０ 　送風機補助継電器盤（２） 　電気室 ０７８０ 　送風機設備コントロールセンタ 　電気室

０５５０ 　機械棟作業用電源 　脱水機室 ０７９０ 　送風機設備コントロールセンタ 　電気室

０５６０ 　汚泥処理中継端子盤（１） 　電気室 ０８００ 　低段ﾎﾟﾝﾌﾟ設備コントロールセンタ 　電気室

０５７０ 　汚泥処理中継端子盤（２） 　電気室 ０８１０ 　終沈・用水シーケンスコントローラ（１） 　電気室

０５８０ 　沈砂池コントロールセンタ 　電気室 ０８２０ 　終沈・用水シーケンスコントローラ（２） 　電気室

０５９０ 　沈砂池コントロールセンタ 　電気室 ０８３０ 　初沈・送風機ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ（１） 　電気室

０６００ 　沈砂池コントロールセンタ 　電気室 ０８４０ 　初沈・送風機ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ（２） 　電気室

０６１０ 　滅菌・用水コントロールセンタ 　電気室 ０８５０ 　汚泥処理設備ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ 　電気室

０６２０ 　滅菌・用水コントロールセンタ 　電気室 ０８６０ 　汚泥脱水コントロールセンタ 　電気室

０６３０ 　滅菌・用水コントロールセンタ 　電気室 ０８７０ 　汚泥貯留槽撹拌機操作盤 　管廊

０６４０ 　最終沈澱池コントロールセンタ　 　電気室 ０８８０ 　初沈汚泥ポンプ操作盤 　初沈ポンプ室

０６５０ 　最終沈澱池コントロールセンタ　 　電気室 ０８９０ 　エアタン作業用電源 　管廊

０６６０ 　最終沈澱池コントロールセンタ　 　電気室 ０９００ 　用水床排水ポンプ操作盤 　管廊

０６７０ 　最終沈澱池コントロールセンタ　 　電気室 ０９１０ 　終沈作業用電源 　管廊

０６８０ 　低段ポンプコントロールセンタ 　電気室 ０９２０ 　ポンプ井№１排水ポンプ操作盤 　電気室

０６９０ 　低段ポンプコントロールセンタ 　電気室 ０９３０ 　初沈ポンプ室空気圧縮機操作盤 　初沈ポンプ室

０７００ 　最初沈澱池コントロールセンタ 　電気室 ０９４０ 　低段ポンプモーター室作業用電源 　ポンプモーター室

０７１０ 　最初沈澱池コントロールセンタ 　電気室 ０９５０ 　用水№１圧送ポンプ操作盤 　管廊

０７２０ 　汚泥濃縮コントロールセンタ 　電気室 ０９６０ 　用水№２圧送ポンプ操作盤 　管廊

０７３０ 　汚泥濃縮コントロールセンタ 　電気室 ０９７０ 　初沈ポンプ室作業用電源 　初沈ポンプ室

尾道市浄化センター対象機器一覧表（電気№2）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

０９８０ 　用水用空気圧縮機操作盤 　管廊 １２２０ 　終沈床排水ポンプ操作盤 　管廊

０９９０ 　低段ポンプ室床排水ポンプ操作盤 　低段ポンプ室 １２３０ 　終沈返送汚泥調節弁操作盤 　管廊

１０００ 　沈砂池作業用電源 　スクリーン室 １２４０ 　揚砂ポンプ操作盤 　スクリーン室

１０１０ 　用水原水ポンプ操作盤 　管廊 １２５０ 　低段脱臭ファン操作盤 　脱臭機室

１０２０ 　終沈汚泥返送ポンプ操作盤 　管廊 １２６０ 　汚泥脱臭ファン操作盤 　脱臭機室

１０３０ 　自動除塵機操作盤 　スクリーン室 １２７０ 　ケーキホッパー操作盤 　搬出室

１０４０ 　終沈№１，２送風機操作盤 　管廊 １２８０ 　ケーキ移送ポンプ操作盤 　脱水機室

１０５０ 　洗浄沈砂ポンプ操作盤 　スクリーン室 １２９０ 　汚泥脱水作業用電源 　管廊

１０６０ 　終沈余剰汚泥ポンプ操作盤 　管廊 １３００ 　ろ布洗浄ポンプ操作盤 　管廊

１０７０ 　沈砂池排水ポンプ操作盤 　スクリーン室 １３１０ 　薬品溶解タンク操作盤 　薬注室

１０８０ 　終沈汚泥掻寄機操作盤 　最終沈澱池 １３２０ 　汚泥供給ポンプ操作盤 　管廊

１０９０ 　用水№１急速ろ過装置操作盤 　塩素混和池 １３３０ 　薬品注入ポンプ操作盤 　薬注室

１１００ 　用水№１急速ろ過装置操作盤 　塩素混和池 １３４０ 　水道水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 　管廊

１１１０ 　用水作業用電源 　塩素混和池 １３５０ 　ドライエリア排水ポンプ操作盤 　機械棟

１１２０ 　初沈ポンプ室床排水ポンプ操作盤 　初沈ポンプ室 １３６０ 　濃縮№１汚泥掻寄機操作盤 　濃縮タンク

１１３０ 　沈砂搬出機操作盤 　搬出室 １３７０ 　№１脱水機操作盤 　脱水機室

１１４０ 　№１スカム撹拌機操作盤 　スクリーン室 １３８０ 　№２脱水機操作盤 　脱水機室

１１５０ 　し渣搬出コンベア操作盤 　スクリーン室 １３９０ 　汚泥濃縮槽作業用電源 　濃縮タンク

１１６０ 　№１，２汚水ポンプ操作盤 　ポンプモーター室 １４００ 　汚泥濃縮床排水ポンプ操作盤 　濃縮タンク

１１７０ 　低段流入ゲート操作盤 　屋外 １４１０ 　№１ケーキ搬出コンベア操作盤 　脱水機室

１１８０ 　初沈スカム分離機操作盤 　分配槽 １４２０ 　汚泥脱水床排水ポンプ操作盤 　管廊

１１９０ 　初沈汚泥掻寄機操作盤 　最初沈澱池 １４３０ 　汚泥脱水機空気圧縮機操作盤 　脱水機室

１２００ 　エアタン床排水ポンプ操作盤 　管廊 １４４０ 　濃縮汚泥ポンプ操作盤 　濃縮タンク

１２１０ 　洗浄機操作盤 　スクリーン室 １４５０ 　№３，４汚水ポンプ操作盤 　ポンプモーター室
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

１４６０ 　終沈作業用電源 　最終沈澱池 １７００ 　№１薬品溶解タンク液位計 　薬注室

１４７０ 　№３，４送風機操作盤 　ブロワー室 １７１０ 　重量タンク貯油量計 　屋外

１４８０ 　汚泥濃縮槽作業用電源 　濃縮タンク １７２０ 　№２薬品溶解タンク液位計 　薬注室

１４９０ 　次亜塩素注入ポンプ操作盤 　次亜塩タンク室 １７３０ 　№１返送汚泥流量計 　管廊

１５００ 　№２スカム撹拌機操作盤 　スクリーン室 １７４０ 　余剰汚泥流量計 　管廊

１５１０ 　№２終沈汚泥掻寄機操作盤 　最終沈澱池 １７５０ 　揚水流量計 　流量計室

１５２０ 　反応槽送気弁操作盤 　管廊 １７６０ 　総送風量計 　管　廊

１５３０ 　用水№２圧送ポンプ操作盤 　管廊 １７７０ 　№１薬液供給量計 　薬注室

１５４０ 　№１脱臭ファン操作盤 　分配槽 １７８０ 　№２薬液供給量計 　薬注室

１５５０ 　№２散気装置操作盤 　生物反応槽 １７９０ 　№１次亜塩注入量計 　次亜塩タンク室

１５６０ 　揚砂ポンプ用電気ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ 　スクリーン室 １８００ 　№２次亜塩注入量計 　次亜塩タンク室

１５７０ 　汚泥貯留槽作業用電源 　管　廊 １８１０ 　№１汚泥供給量計 　管廊

１５８０ 　№３送風機計器盤 　ブロワー室 １８２０ 　№２汚泥供給量計 　管廊

１５９０ 　№４送風機計器盤 　ブロワー室 １８３０ 　№３送風量計 　ブロワー室

１６００ 　直流電源盤 　電気室 １８４０ 　№４送風量計 　ブロワー室

１６１０ 　沈砂池ポンプ電源分岐盤 　電気室 １８５０ 　濃縮汚泥引抜流量計 　濃縮タンク

１６２０ 　流入渠水位計 　脱臭機室 １８６０ 　放流流量計 　塩素混和池

１６３０ 　返送汚泥ピットレベル計 　管廊 １８７０ 　№１反応槽風量計 　管廊

１６４０ 　処理水槽レベル計 　管廊 １８８０ 　№２反応槽風量計 　管廊

１６５０ 　ポンプ井レベル計 　スクリーン室 １８９０ 　送風圧力計 　管廊

１６６０ 　ポンプ井レベル計 　スクリーン室 １９００ 　№３～№６送風圧力計 　ブロワー室

１６７０ 　№１貯留槽液位計 　管廊 １９１０ 　№１反応槽送気圧力計 　管廊

１６８０ 　№２貯留槽液位計 　管廊 １９２０ 　初沈汚泥引抜流量計 　初沈ポンプ室

１６９０ 　次亜塩貯留量計 　次亜塩タンク室 １９３０ 　№２反応槽送気圧力計 　管廊

尾道市浄化センター対象機器一覧表（電気№4）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

１９４０ 　送風温度計 　管廊 ２１８０ 　薬品注入ポンプ操作盤 　薬注室

１９５０ 　№３送風温度計 　ブロワー室 ２１９０ 　ろ布洗浄ポンプ操作盤 　管廊

１９６０ 　ケーキホッパー重量計 　搬出室 ２２００ 　汚泥処理ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ盤(2) 　電気室

１９７０ 　ＵＶ計 　塩素混和池

１９８０ 　残塩計 　塩素混和池

１９９０ 　№１ＤＯ計 　生物反応槽 　 　

２０１０ 　№２ＤＯ計 　生物反応槽

２０２０ 　供給汚泥濃度計 　管廊

２０３０ 　№１返送汚泥濃度計 　管廊

２０４０ 　№１ＭＬＳＳ計 　生物反応槽

２０５０ 　№２ＭＬＳＳ計 　生物反応槽

２０６０ 　初沈汚泥濃度計 　初沈ポンプ室

２０７０ 　全窒素・全りん自動測定器 　塩素混和池

２０８０ 　自動採水器 　屋外

２０９０ 　風向・風速計 　屋上

２０００ 　気温計 　屋外

２１００ 　雨量計 　屋外

２１１０ 　中央計装盤 　中央監視室

２１２０ 　現場計装盤 　電気室

２１３０ 　インバータ盤 　中央監視室

２１４０ 　遠方監視盤 　中央監視室

２１５０ 　汚泥脱水機設備コントロールセンタ 　電気室

２１６０ 　汚泥脱水機設備補助継電器盤 　電気室

２１７０ 　汚泥供給ポンプ操作盤 　管廊

尾道市浄化センター対象機器一覧表（電気№5）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

Ｂ００１０ 　ＬＣＤ監視制御装置 　管理棟 Ｂ０２５０ 　終沈汚泥引抜流量計 　管廊

Ｂ００２０ 　№２コンデンサ盤 　受電室 Ｂ０２６０ 　余剰汚泥引抜流量計 　管廊

Ｂ００３０ 　送風機設備（２）コントロールセンタ 　電気室 Ｂ０２７０ 　№５送風風量計 　送風気室

Ｂ００４０ 　送風機設備（２）補助継電気盤 　電気室 Ｂ０２８０ 　Ｂ系生物反応槽風量計 　管廊

Ｂ００５０ 　送風機設備（２）計装変換器盤 　電気室 Ｂ０２９０ 　反応タンク№１床排水ピット液位計 　管廊

Ｂ００６０ 　№５送風機盤 　ブロワー室 Ｂ０３００ 　反応タンク№２床排水ピット液位計 　管廊

Ｂ００７０ 　№２初沈汚泥掻き寄せ機盤 　最初沈澱池 Ｂ０３１０ 　終沈№１床排水ピット液位計 　管廊

Ｂ００８０ 　№２初沈汚泥引抜弁盤 　初沈ポンプ室 Ｂ０３２０ 　終沈№２床排水ピット液位計 　管廊

Ｂ００９０ 　Ｂ系反応槽送気弁盤 　管廊 Ｂ０３３０ 　Ｂ系生物反応槽圧力計 　管廊

Ｂ０１００ 　Ｂ系№１反応タンク床排水ポンプ盤 　管廊 Ｂ０３４０ 　Ｂ系生物反応槽温度計 　管廊

Ｂ０１１０ 　Ｂ系№２反応タンク床排水ポンプ盤 　管廊 Ｂ０３５０ 　Ｂ系返送汚泥濃度計 　管廊

Ｂ０１２０ 　Ｂ系№１脱臭ファン盤 　管廊 Ｂ０３６０ 　Ｂ系反応槽ＤＯ計 　生物反応槽

Ｂ０１３０ 　Ｂ系水処理設備コントロールセンタ 　Ｂ系電気室 Ｂ０３７０ 　Ｂ系反応槽ＭＬＳＳ計 　生物反応槽

Ｂ０１４０ 　Ｂ系水処理設備補助継電器 　Ｂ系電気室

Ｂ０１５０ 　Ｂ系水処理設備シーケンスコントローラ 　Ｂ系電気室

Ｂ０１６０ 　Ｂ系水処理設備計装変換器盤 　Ｂ系電気室

Ｂ０１７０ 　Ｂ系水処理ＵＰＳ 　Ｂ系電気室

Ｂ０１８０ 　№３散気装置盤 　生物反応槽

Ｂ０１９０ 　Ｂ系№１終沈汚泥引抜弁盤 　管廊

Ｂ０２００ 　Ｂ系№１～３返送汚泥ポンプ盤 　管廊

Ｂ０２１０ 　Ｂ系№１～２余剰汚泥ポンプ盤 　管廊

Ｂ０２２０ 　Ｂ系№１終沈床排水ポンプ盤 　管廊

Ｂ０２３０ 　Ｂ系№２終沈床排水ポンプ盤 　管廊

Ｂ０２４０ 　Ｂ系終沈汚泥掻き寄せ機盤 　生物反応槽

尾道市浄化センター対象機器一覧表（電気№6）
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特記別表２

機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所 機器番号 機 器 名 称 設 置 場 所

Ｋ００１０ 　機械濃縮設備コントロールセンタ 　機械濃縮棟 Ｋ０２５０ 　№2機械濃縮汚泥貯留槽液位計 　機械濃縮棟

Ｋ００２０ 　機械濃縮設備補助継電器盤 　機械濃縮棟 Ｋ０２６０ 　濃縮汚泥移送濃度計 　機械濃縮棟

Ｋ００３０ 　機械濃縮設備リモート盤 　機械濃縮棟 Ｋ０２７０ 　濃縮汚泥移送量計 　機械濃縮棟

Ｋ００４０ 　機械濃縮設備計装変換器盤 　機械濃縮棟 Ｋ０２８０ 　№1濃縮汚泥供給ポンプVVVF盤 　機械濃縮棟

Ｋ００５０ 　汚泥混合貯留槽撹拌機盤 　機械濃縮棟 Ｋ０２９０ 　№2濃縮汚泥供給ポンプVVVF盤 　機械濃縮棟

Ｋ００６０ 　濃縮汚泥供給ポンプ盤 　機械濃縮棟 Ｋ０３００ 　№1薬品供給ポンプVVVF盤 　機械濃縮棟

Ｋ００７０ 　薬品溶解タンク盤 　機械濃縮棟 Ｋ０３１０ 　№2薬品供給ポンプVVVF盤 　機械濃縮棟

Ｋ００８０ 　薬品供給ポンプ盤 　機械濃縮棟

Ｋ００９０ 　機械濃縮汚泥貯留槽撹拌機盤 　機械濃縮棟

Ｋ０１００ 　濃縮汚泥移送ポンプ盤 　機械濃縮棟

Ｋ０１１０ 　床排水ポンプ盤 　機械濃縮棟

Ｋ０１２０ 　空気圧縮機盤 　機械濃縮棟

Ｋ０１３０ 　脱臭ファン盤 　機械濃縮棟

Ｋ０１４０ 　汚泥切替弁表示灯盤 　管廊

Ｋ０１５０ 　作業用電源盤（1Ｆ） 　機械濃縮棟

Ｋ０１６０ 　作業用電源盤（Ｂ1Ｆ） 　機械濃縮棟

Ｋ０１７０ 　№1汚泥混合貯留槽液位計 　機械濃縮棟

Ｋ０１８０ 　№2汚泥混合貯留槽液位計 　機械濃縮棟

Ｋ０１９０ 　№1濃縮機汚泥供給濃度計 　機械濃縮棟

Ｋ０２００ 　№1濃縮機汚泥供給量計 　機械濃縮棟

Ｋ０２１０ 　№1薬品溶解タンク液位計 　機械濃縮棟

Ｋ０２２０ 　№2薬品溶解タンク液位計 　機械濃縮棟

Ｋ０２３０ 　№1薬品供給量計 　機械濃縮棟

Ｋ０２４０ 　№1機械濃縮汚泥貯留槽液位計 　機械濃縮棟

尾道市浄化センター対象機器一覧表（電気№7）
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特記別表３
【久保ポンプ場・汚水関係】（機械設備） 【久保ポンプ場・汚水関係】（電気設備）
機器番号 機器番号

００１０ 　№１汚水流入ゲート 　１Ｆゲート室 ００１０ 　汚水ポンプ設備補助継電器盤(1) 　２Ｆ電気室

００２０ 　№２汚水流入ゲート 　１Ｆゲート室 ００２０ 　汚水ポンプ設備補助継電器盤(2) 　２Ｆ電気室

００３０ 　ポンプ井仕切ゲート 　Ｂ１Ｆポンプ室 ００３０ 　汚水ポンプ設備補助継電器盤(3) 　２Ｆ電気室

００４０ 　１号汚水用自動除塵機 　B1F沈砂池機械室 ００４０ 　汚水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

００５０ 　２号汚水用自動除塵機 　B1F沈砂池機械室 ００５０ 　汚水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

００６０ 　№１破砕機 　B1F沈砂池機械室 ００６０ 　汚水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

００７０ 　№２破砕機 　B1F沈砂池機械室 ００７０ 　揚砂ポンプ用ホイスト 　B1F沈砂池機械室

００８０ 　汚水揚砂ポンプ 　B1F沈砂池機械室 ００８０ 　汚水揚砂ポンプ 　B1F沈砂池機械室

００９０ 　揚砂ポンプ用ホイスト 　B1F沈砂池機械室 ００９０ 　汚水自動除塵機 　B1F沈砂池機械室

０１００ 　№１汚水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１００ 　汚水流入ゲート 　１Ｆゲート室

０１１０ 　№２－１汚水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１１０ 　汚水ポンプ井水位計 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１２０ 　№２－２汚水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１２０ 　№１水中撹拌機 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１３０ 　№１水中撹拌機 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１３０ 　№２水中撹拌機 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１４０ 　№２水中撹拌機 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１４０ 　作業用電源盤 　B1F沈砂池機械室

０１５０ 　№１吐出弁 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１５０ 　汚水吐出流量計 　B1F沈砂池機械室

０１６０ 　№２－１吐出弁 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１６０ 　汚水流入渠水位計 　１Ｆゲート室

０１７０ 　№２－２吐出弁 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１７０ 　汚水ポンプ井水位計（投込式１） 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１８０ 　１号、２号汚水ポンプ吊上用ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０１８０ 　汚水ポンプ井水位計（投込式２） 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１９０ 　汚水ポンプ監視制御盤 　２Ｆ電気室

　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所 　機　　　器　　　名　　　称

対象機器一覧表（№1）

　設　置　場　所
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特記別表３
【久保ポンプ場・雨水関係】（機械設備）
機器番号 機器番号

００１０ 　雨水流入ゲート 　１Ｆゲート室 ０２４０ 　重油タンク 　場内（地下）

００２０ 　バイパスゲート 　１Ｆゲート室 ０２５０ 　№１燃料移送ポンプ 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

００３０ 　１号雨水用自動除塵機 　B1F沈砂池機械室 ０２６０ 　№２燃料移送ポンプ 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

００４０ 　２号雨水用自動除塵機 　B1F沈砂池機械室 ０２７０ 　№３燃料移送ポンプ 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

００５０ 　し渣コンベア 　B1F沈砂池機械室 ０２８０ 　燃料小出槽 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

００６０ 　サイクロン 　B1F沈砂池機械室 ０２９０ 　減速機初期潤滑油ポンプ 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

００７０ 　沈砂洗浄機 　B1F沈砂池機械室 ０３００ 　バイパスフラップ弁 　場内

００８０ 　し渣掻揚機 　B1F沈砂池機械室 ０３１０ 　№１吐出弁 　Ｂ１Ｆポンプ室

００９０ 　沈砂搬出機 　B1F沈砂池機械室 ０３２０ 　№２吐出弁 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１００ 　揚砂ポンプ用ホイスト 　B1F沈砂池機械室 ０３３０ 　№３-１吐出弁 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１１０ 　沈砂池機器搬出ホイスト№１ 　１Ｆ搬入室 ０３４０ 　№３-２吐出弁 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１２０ 　沈砂池機器搬出ホイスト№２-１ 　場内 ０３５０ 　№１フラップ弁 　場内

０１３０ 　沈砂池機器搬出ホイスト№２-２ 　場内 ０３６０ 　№２フラップ弁 　場内

０１４０ 　沈砂洗浄機用集中給油装置 　B1F沈砂池機械室 ０３７０ 　床排水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１５０ 　№１雨水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０３８０ 　脱臭ファン 　Ｍ３Ｆ脱臭室

０１６０ 　№２雨水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０３９０ 　脱臭装置 　Ｍ３Ｆ脱臭室

０１７０ 　№３雨水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０４００ 　ミストセパレーター 　Ｍ３Ｆ脱臭室

０１８０ 　№２雨水ポンプ用電動機 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０４１０ 　№１揚水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１９０ 　ディーゼル機関 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ ０４２０ 　№２揚水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室

０２００ 　空気槽（常用） 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０２１０ 　空気槽（予備） 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０２２０ 　№１空気圧縮機 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０２３０ 　№２空気圧縮機 　１Ｆｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

対象機器一覧表（№２）

　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所 　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所
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特記別表３
【久保ポンプ場・雨水関係】（電気設備１）
機器番号 機器番号

００１０ 　ＰＡＳ 　場内 ０２４０ 　雨水ポンプ設備補助継電器盤(1) 　２Ｆ電気室

００２０ 　引込盤 　２Ｆ電気室 ０２５０ 　雨水ポンプ設備補助継電器盤(2) 　２Ｆ電気室

００３０ 　受電盤 　２Ｆ電気室 ０２６０ 　雨水ポンプ設備補助継電器盤(3) 　２Ｆ電気室

００４０ 　№１動力変圧器盤 　２Ｆ電気室 ０２７０ 　雨水ポンプ設備補助継電器盤(4) 　２Ｆ電気室

００５０ 　ディーゼル機関 　２Ｆ発電機室 ０２８０ 　雨水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

００６０ 　発電機 　２Ｆ発電機室 ０２９０ 　雨水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

００７０ 　自動始動盤 　２Ｆ発電機室 ０３００ 　雨水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

００８０ 　発電機盤 　２Ｆ発電機室 ０３１０ 　雨水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

００９０ 　一次消音器 　２Ｆ発電機室 ０３２０ 　雨水ポンプ設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ盤 　２Ｆ電気室

０１００ 　二次消音器 　２Ｆ発電機室 ０３３０ 　揚砂ポンプ用ホイスト 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１１０ 　三次消音器 　２Ｆ発電機室 ０３４０ 　雨水流入ゲート 　１Ｆゲート室

０１２０ 　№１空気槽 　２Ｆ発電機室 ０３５０ 　雨水揚砂ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１３０ 　№２空気槽 　２Ｆ発電機室 ０３６０ 　№１雨水ポンプ 　1Fｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０１４０ 　№１空気圧縮機 　２Ｆ発電機室 ０３７０ 　№２雨水ポンプ 　1Fｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０１５０ 　№２空気圧縮機 　２Ｆ発電機室 ０３８０ 　№３雨水ポンプ 　1Fｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０１６０ 　減圧水槽 　２Ｆ発電機室 ０３９０ 　雨水ポンプ井水位計 　1Fｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０１７０ 　燃料小出槽 　２Ｆ発電機室 ０４００ 　沈砂洗浄機 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１８０ 　取引計器箱 　場内 ０４１０ 　冷却水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室

０１９０ 　動力分岐盤 　２Ｆ電気室 ０４２０ 　揚水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室

０２００ 　動力分岐盤 　２Ｆ電気室 ０４３０ 　床排水ポンプ 　Ｂ１Ｆポンプ室

０２１０ 　動力変圧器二次盤 　２Ｆ電気室 ０４４０ 　燃料移送ポンプ 　1Fｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０２２０ 　雨水自動除塵機 　Ｂ１Ｆポンプ室 ０４５０ 　空気圧縮機 　1Fｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

０２３０ 　コントローラ盤 　２Ｆ電気室 ０４６０ 　燃料受入 　場内

　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所 　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所

対象機器一覧表（№３）
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特記別表３
【久保ポンプ場・雨水関係】（電気設備２）
機器番号

０４７０ 　脱臭ファン 　Ｍ３Ｆ脱臭気室

０４８０ 　直流電源盤 　２Ｆ電気室

０４９０ 　雨水流入渠水位計 　Ｂ１Ｆポンプ室

０５００ 　雨水ポンプ井水位計（ｶﾞｲﾄﾞｳｪｰﾌﾞﾚﾍﾞﾙ計）　Ｂ１Ｆポンプ室

０５１０ 　雨水ポンプ井水位計（投込式） 　Ｂ１Ｆポンプ室

０５２０ 　外水位計 　場内

０５３０ 　燃料貯油槽レベル計 　場内

０５４０ 　雨量計 　屋上

０５５０ 　降雨強度計 　屋上

０５６０ 　計装盤 　２Ｆ電気室

０５７０ 　雨水ポンプ監視制御盤 　２Ｆ電気室

０５８０ 　遠方監視盤 　２Ｆ電気室

対象機器一覧表（№４）

　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所
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特記別表３
【新高山前処理施設関係】 【倉ノ内マンホールポンプ関係】

機器番号 機器番号

００１０ 　粗目自動スクリーン 　Ｂ１Ｆ ００１０ 　№１マンホールポンプ 　マンホール内

００２０ 　破砕機 　Ｂ１Ｆ ００２０ 　№２マンホールポンプ 　マンホール内

００３０ 　破砕機吊上機 　Ｂ１Ｆ ００３０ 　№１逆止弁 　マンホール内

００４０ 　脱臭ファン 　１Ｆ ００４０ 　№２逆止弁 　マンホール内

００５０ 　中間式ラインファン 　１Ｆ ００５０ 　№１仕切弁 　マンホール内

００６０ 　土壌脱臭装置 　場内 ００６０ 　№２仕切弁 　マンホール内

００７０ 　引込計器盤 　１Ｆ ００７０ 　水位計（投込式） 　マンホール内

００８０ 　ＬＭ-１ 　１Ｆ ００８０ 　水位計（フロート式） 　マンホール内

００９０ 　引込開閉器盤 　場外

【東部漁協マンホールポンプ関係】 ０１００ 　マンホールポンプ制御盤 　場外

機器番号 ０１１０ 　非常通報装置 　制御盤内

００１０ 　№１マンホールポンプ 　マンホール内

００２０ 　№２マンホールポンプ 　マンホール内 【浜田地区マンホールポンプ関係】

００３０ 　№１逆止弁 　マンホール内 機器番号

００４０ 　№２逆止弁 　マンホール内 ００１０ 　№１マンホールポンプ 　マンホール内

００５０ 　№１仕切弁 　マンホール内 ００２０ 　№２マンホールポンプ 　マンホール内

００６０ 　№２仕切弁 　マンホール内 ００３０ 　№１逆止弁 　マンホール内

００７０ 　水位計（投込式） 　マンホール内 ００４０ 　№２逆止弁 　マンホール内

００８０ 　水位計（フロート式） 　マンホール内 ００５０ 　№１ボール弁 　マンホール内

００９０ 　引込開閉器盤 　場外 ００６０ 　№２ボール弁 　マンホール内

０１００ 　マンホールポンプ制御盤 　場外 ００７０ 　水位計（投込式） 　マンホール内

０１１０ 　非常通報装置 　制御盤内 ００８０ 　水位計（フロート式） 　マンホール内

００９０ 　マンホールポンプ制御盤 　場外

０１００ 　非常通報装置 　制御盤内

対象機器一覧表（№５）

　機　　　器　　　名　　　称

　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所 　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所

　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所

　設　置　場　所
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特記別表３
【平原幹線マンホールポンプ関係】 【平原地区マンホールポンプ関係】

機器番号 機器番号

００１０ 　№１マンホールポンプ 　マンホール内 ００１０ 　№１マンホールポンプ 　マンホール内

００２０ 　№２マンホールポンプ 　マンホール内 ００２０ 　№２マンホールポンプ 　マンホール内

００３０ 　№１逆止弁 　マンホール内 ００３０ 　№１逆止弁 　マンホール内

００４０ 　№２逆止弁 　マンホール内 ００４０ 　№２逆止弁 　マンホール内

００５０ 　№１仕切弁 　マンホール内 ００５０ 　№１ボール弁 　マンホール内

００６０ 　№２仕切弁 　マンホール内 ００６０ 　№２ボール弁 　マンホール内

００７０ 　水位計（投込式） 　マンホール内 ００７０ 　水位計（気泡式） 　マンホール内

００８０ 　水位計（フロート式） 　マンホール内 ００８０ 　水位計（フロート式） 　マンホール内

００９０ 　引込開閉器盤 　場外 ００９０ 　引込開閉器盤 　場外

０１００ 　マンホールポンプ制御盤 　場外 ０１００ 　マンホールポンプ制御盤 　場外

０１１０ 　非常通報装置 　制御盤内 ０１１０ 　非常通報装置 　制御盤内

【新浜幹線マンホールポンプ】

機器番号

００１０ 　№１マンホールポンプ 　マンホール内

００２０ 　№２マンホールポンプ 　マンホール内

００３０ 　№１逆止弁 　マンホール内

００４０ 　№２逆止弁 　マンホール内

００５０ 　№１仕切弁 　マンホール内

００６０ 　№２仕切弁 　マンホール内

００７０ 　水位計（投込式） 　マンホール内

００８０ 　水位計（フロート式） 　マンホール内

００９０ 　引込開閉器盤 　場外

０１００ 　マンホールポンプ制御盤 　場外

０１１０ 　非常通報装置 　制御盤内

対象機器一覧表（№６）

　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所 　機　　　器　　　名　　　称 　設　置　場　所

機　　　器　　　名　　　称 設　置　場　所
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特記別表３
【久保圧送幹線空気弁　点検場所】 【新高山幹線空気弁　点検場所】

機器番号 機器番号

００１０ 　太田川橋梁 ００９０ 　越面遊園地前

００２０ 　山波32号線入口 ０１００ 　大宝寺前

００３０ 　尾道造船㈱バス停前 ０１１０ 　新高山前処理施設前

００４０ 　山波交番前

００５０ 　平林酒店前

００６０ 　尾道大橋下

００７０ 　尾崎バス停前

００８０ 　尾道漁協前

対象施設一覧表（№７）

　設　置　場　所 　設　置　場　所
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特記別表４ 水質分析等に係る業務 

 

１．水質試験  

業務区分  目的  内容  

水質分析  

流入水及び放流水について、維持監理に必要な

項目を分析し、維持管理状況を把握するとと

もに、放流水質の監視を行う。 

別添要領書1 

汚泥性状分析   
汚泥の各処理過程での性状を把握して、汚

泥処理を適正に管理する。 
別添要領書1 

 

２．臭気試験  

業務区分  目的  内容  

臭気分析  

悪臭による環境への影響被害を防止するた

め、敷地境界等において、五感（官能検査）

及び状況により測定器等を使用して検査を

実施する。 

平成15年広島県

条例第35号参照 

 

３．水質試験補助  

業務区分  業務内容  

発注者が行う採水業

務に係わる補助業務  

・採水に係る安全・衛生対策  

・採水  

発注者が行う水質試験

で使用した器具洗浄 
・器具の洗浄 
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特記別表５ 物品等の調達・管理に関する業務  

 

尾道市浄化センター 

物品等の名称 予定数量／年 規格等 

次亜塩素酸ソーダ 23,000㎏ 
有効塩素１２％以上、比重１．１以上、 

塩分５％以下 

汚泥処理用高分子凝集剤 2,000㎏ ハイモロックZP-700 又は同等品 

機械濃縮機用凝集剤 860㎏ テツフリックPFK-1202BH 又は 同等品 

脱水機ろ布洗浄剤 120㎏ セキスイろ布洗浄剤＃110 又は 同等品 

固形塩素 220㎏ ハイクロンＬＴ－200 又は 同等品 

酸性ガス用活性炭 120㎏ フジ活性炭ＢＧＧ－Ｓ４～６ 又は 同等品 
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特記別表６ 業務の報告等 

提出書類 記載事項 提出期限 

１．業務日誌に記載すべき事項 

①天候、気温、雨量 

翌日 

②業務従事者職氏名 

③操作・作業内容及び処理水量 

④ユーティリティ・その他物品の使用数量等 

⑤主要設備の運転、監視記録 

⑥その他必要事項 

２．毎月の業務報告書に記載すべき事項 

①業務日誌の総括 

翌月の５日 

②業務日誌の①③④の月集計 

③保守点検、修繕、調整等の実施記録 

④環境計測の実施記録 

⑤事故、故障、苦情等の発生及び対応記録 

⑥施設管理業務の実施状況及び結果 

⑦その他必要事項 

３．年間の業務報告書に記載すべき事項 

①毎月の業務報告書の総括 

年度末 ②技術提案事項の客観的評価と実現化策 

③その他必要事項 

※業務報告書の提出は翌日が祝休の場合は、その翌日とする。 
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特記別表７ 流入基準を著しく逸脱した流入水と認められる場合 

 流入水に関する基準は以下のとおりとする。 

 なお、流入水が下記の基準を満たさない場合は、受注者は緊急措置を講じるとともに、その事

態の内容、想定される影響及び緊急措置の内容を、速やかに発注者に報告すること。 

 

（１）尾道市浄化センター 

①流入水量 

項目 単位 基準 備考 

日平均流入水量 ㎥/日 7,900 流量計測定結果（日最大） 

日最大流入水量 ㎥/日 9,700 流量計測定結果（日最大） 

時間最大流入水量 ㎥/日 14,000 流量計測定結果（時間最大） 

 

②流入水質 

項目 単位 基準 備考 

ｐＨ － 6.8～7.4 受注者による計測結果（日最大） 

透視度 度 3以上 受注者による計測結果（日最大） 

ＢＯＤ ㎎/L 540以下 受注者による計測結果（日最大） 

ＣＯＤ ㎎/L 170以下 受注者による計測結果（日最大） 

ＳＳ ㎎/L 360以下 受注者による計測結果（日最大） 

大腸菌群数 個/mL 1,000,000以下 受注者による計測結果（日最大） 

Ｔ－Ｎ ㎎/L 43以下 受注者による計測結果（日最大） 

Ｔ－Ｐ ㎎/L 7以下 受注者による計測結果（日最大） 
その他下水道法施行令

第9条の4に掲げる物質 
－ 当該各号に定める数値 受注者による計測結果（日最大） 

 

（2）久保ポンプ場 

①流入水量 

項目 単位 基準 備考 

日平均流入水量 ㎥/日 2,970 流量計測定結果（日最大） 

日最大流入水量 ㎥/日 3,649 流量計測定結果（日最大） 

時間最大流入水量 ㎥/日 5,261 流量計測定結果（時間最大） 

 

（3）新高山前処理施設 

①流入水量 

項目 単位 基準 備考 

日平均流入水量 ㎥/日 709 流量計測定結果（日最大） 

日最大流入水量 ㎥/日 945 流量計測定結果（日最大） 

時間最大流入水量 ㎥/日 1,350 流量計測定結果（時間最大） 
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別添要領書１ 水質測定に係る業務 

 

1．受注者は、要求水準書に定める放流水質契約基準及び脱水汚泥契約基準、その他契約図書

に定める維持管理に係る要件を達成するために、以下に定める水質測定を実施しなければなら

ない。 

(1)日常水質分析 

放流水質及び発生汚泥性状の目標基準及び各種の維持管理に係る要件に適合させるため

に、日常の流入水質、放流水質、発生汚泥性状を計測、記録する作業。なお、計測が必要な

項目及び頻度は、別紙１，2を参照のこと。 

(2)異常時水質分析 

 放流水質及び発生汚泥性状が、目標基準または遵守基準を超えた場合に必要とされる流入

水質、放流水質、脱水汚泥含水率の計測、記録作業。 

(3)分析結果の解析 

日常及び異常時水質分析結果により、測定したデータの整理、解析、報告書の作成を行う作

業。分析結果により運転方法や保守点検方法の改善を図るもの。 

(4)異常時の水質測定 

環境への影響が予見され、または発生した場合に必要となる水質測定。 

2. 受注者は、前項に定めるもの以外でも、必要に応じて水質測定とその分析を行い、これを運転

操作等に反映させなければならない。 

3. 受注者は、契約図書の定めにより法定試験を行う場合は、計量証明書を発行できる機関に委

任しなければならない。ただし、受注者自らが計量証明書を発行できる場合は、その限りでない。 

4. 受注者は、水質測定による分析試験結果を継続的に記録し、必要な帳票類を調製しなければ

ならない。 

5. 受注者は、放流水質及び発生汚泥性状に係る各種法令等を熟知し、その定めに従わなけれ

ばならない。 

6. 受注者は、各種分析試験で使用する試薬の廃液等を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年12月25日法律第137号）に基づいて適正に処理し、その処分方法、処分先等を明示

した報告書を、発注者に提出しなければならない。 

7. 受注者は、本件施設内の水質試験室及びその配置器具等の清掃を常に心がけ、整理整頓に

努めなければならない。 

8. 受注者は、分析試験に使用する毒劇物の取扱いに十分注意し、安全を期するとともに、薬品

類の在庫管理や施錠管理を行い、盗難または紛失を防止しなければならない。 

9. 受注者は、発注者から貸与された試薬、器具、消耗品類等を消費、消耗、毀損した場合は、受

注者により適宜補充し、履行期間終了時には、発注者から、本件業務開始時に貸与されたもの

と同等のものを返還しなければならない。 

10. 受注者は、水質測定のための試料採取にあたっては、代表的な試料となるように採取場所に

留意し、その分析試験結果に疑義が生じないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、

法令または契約図書に採水方法等が定められている場合は、その定めに従わなければならな

い。 
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11. 受注者は、この要求水準書に定めのある分析試験については、下水の水質の検定方法等に

関する省令（昭和３７年厚生省、建設省令第１号）及び同省令で引用する排水基準を定める省

令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４

号）、日本工業規格、その他関係する規程並びに社団法人日本下水道協会編「下水試験方法」

に定める検定方法により行わなければならない。 

12. 受注者は、この要求水準書に定めのない分析試験については、受注者が定める方法により行

うことができる。その場合、その測定精度については、受注者の裁量により確保しなければならな

い。 

13. 受注者は、水質測定に用いる機器類について、その測定精度が確保できるよう、定期的に点

検整備及び消耗品の交換等を行わなければならない。 
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水質測定業務（水処理施設）通常試験　

　採水個所 反応槽Ａ-1 反応槽Ａ-2 反応槽Ｂ

④ ④ ③

項目 ⑧ ⑧ ⑦

水温 〇 〇 〇 - - - - - -

透視度 〇 〇 〇 - - - - - -

PH 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ＳＳ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ＣＯＤ 〇 〇 〇 - - - - - -

塩化物イオン 〇 〇 〇 - - - - - -

アルカリ度 〇 〇 〇 - - - - - -

含水率 - - - - - - - - -

採水方法 自動採水器 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく

測定頻度 ※下水道法に基づく分析

水温 週2回

透視度 週2回

PH 週2回

ＳＳ 週2回

ＣＯＤ 週2回

塩化物イオン 週2回

アルカリ度 週2回

尾道市浄化センター・水質測定一覧表

流入水 初沈出口

別添要領書1　別紙１

放流水 Ａ系返送汚泥 Ｂ系返送汚泥 初沈汚泥

38



水質測定業務（汚泥処理施設）通常試験　

　採水個所

項目

水温 - - - - - - -

透視度 - - - - - - -

PH 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -

ＳＳ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -

ＣＯＤ 〇 - 〇 - - - -

塩化物イオン 〇 - 〇 - - - -

アルカリ度 〇 - 〇 - - - -

含水率 - - - - - - 〇

採水方法 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく 柄付きひしゃく -

測定頻度 ※下水道法に基づく分析

水温 週2回

透視度 週2回

PH 週2回

ＳＳ 週2回

ＣＯＤ 週2回

塩化物イオン 週2回

アルカリ度 週2回

含水率 月2回程度

尾道市浄化センター・水質測定一覧表

別添要領書１　別紙２

機械濃縮 浄化槽脱水返流水 脱水濃縮 脱水ケーキ機械返流水 機械汚泥
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A系Ⅱ―４

ポンプ棟

管理棟

機械棟

最初沈殿池

Ａ 系

Ｂ 系

電気室

電気室

濃縮タンク

塩
素

混
和

池

土壌脱臭床

分配槽 最終沈殿池生物反応槽

土壌脱臭床

通用門正門

最初沈殿池

Ｎ

尾 道 浄 化 セ ン タ ー 　 採 水 場 所 　 　 　 ◎

◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
流入水

初沈汚泥

B系返送 B系―３ B系―７

A系返送
初沈

A系Ⅱ―４

A系Ⅱ―８

A系Ⅰ―４ A系Ⅰ―８

BOD
滅菌前

放流水

脱水濃縮
機械返流水
機械濃縮（地下）
浄化槽（地下）

脱水ケーキ
機械汚泥
脱水返流水
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ポンプ棟

管理棟

機械棟

最初沈殿池

Ａ 系

Ｂ 系

電気室

電気室

濃縮タンク

塩
素

混
和

池

土壌脱臭床

分配槽 最終沈殿池生物反応槽

土壌脱臭床

通用門正門

№4 △

№2 △

№3 △

№6 ◎

◎　悪臭物質調査場所

△　臭気濃度調査場所

№１ ◎ △

最初沈殿池

№5 ◎ △

※　NO.1土壌脱臭床の検査は１年ごとに場所を変更して調査を実施する。

環 境 調 査 業 務 測 定 地 点 位 置 図

Ｎ
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